
介護老人福祉施設 ビオラ三保 
（介護予防）短期入所生活介護 利用料金表 

 
1. 介護保険給付及び介護予防給付の対象となるサービス 

 サービス利用自己負担額（日額）・・・① 

 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 

利用単位数 529 656 704 772 847 918 987 
サービス提供体制

強化加算（Ⅲ） 
6 6 6 6 6 6 6 

機能訓練指導体制

加算 12 12 12 12 12 12 12 

看護体制加算（Ⅰ） － － 4 4 4 4 4 
看護体制加算（Ⅱ） － － 8 8 8 8 8 
夜勤職員配置加算

（Ⅳ） 
－ － 20 20 20 20 20 

生産性向上推進体

制加算（Ⅱ） 
0.3 

（10/月） 
0.3 

（10/月） 
0.3 

（10/月） 
0.3 

（10/月） 
0.3 

（10/月） 
0.3 

（10/月） 
0.3 

（10/月） 
介護職員等処遇改

善加算（Ⅱ） 74 92 103 112 122 132 141 

単位数合計 621.3 766.3 857.3 934.3 1,019.3 1,100.3 1,178.3 
自己負担額（１割） 676 円 834 円 933 円 1,017 円 1,109 円 1,198 円 1,282 円 
自己負担額（２割） 1,352 円 1,668 円 1,866円 2,033 円 2,218 円 2,395 円 2,564 円 
自己負担額（３割） 2,028 円 2,502 円 2,799円 3,050 円 3,327 円 3,592 円 3,846 円 

（地域区分単価：10.88 円） 
 

※ 介護保険給付額または介護予防給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて

ご契約者の負担額を変更します。 
※ ご利用される居室（入院者の空床利用等）によって加算内容が変更または追加となる場

合があります。 
 
※ 連続して 30 日を超えて短期入所生活介護サービスを利用する場合、31 日以降 60 日まで

1 日につき 30 単位が所定単位数から減算されます。 
※ 連続して 60 日を超えて短期入所生活介護サービスを利用する場合、61 日以降、1 日につ

き所定単位数から（要介護１：670 単位／要介護２：740 単位／要介護３：815 単位／要

介護４：886 単位／要介護５：955 単位）に減算されます。 
※ 連続して 30 日を超えて介護予防短期入所生活介護サービスを利用する場合、31 日以降、

1 日につき所定単位数から（要支援１：503 単位／要支援２：623 単位）に減算されます。 
  

別表１ 



2. 介護保険給付及び介護予防給付の対象とならないサービス 
A) 滞在費及び食費等の自己負担額（日額）・・・② 

利用者負担段階 滞在費 食費 おやつ 合計 
第一段階 880 円 300 円 150 円 1,330 円 
第二段階 880 円 600 円 150 円 1,630 円 
第三段階① 1,370 円 1,000 円 150 円 2,520 円 
第三段階② 1,370 円 1,300 円 150 円 2,820 円 
第四段階 2,500 円 1,870 円 150 円 4,520 円 

 
※ 居室と食費にかかる費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記

載されている負担限度額とします。 
※ 施設には、第一段階から第三段階までは、滞在費の基準費用額 2,066 円と上表の自己負

担額との差額が、補足給付として保険給付されます。 
※ 施設には、第一段階から第三段階までは、食費の基準費用額 1,445 円と上表の自己負担

額との差額が、補足給付として保険給付されます。 
※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事情がある場合、変更することがあります。 
※ 第四段階の食費の内訳は、朝食 350 円、昼食 870 円、夕食 650 円となります。 

 
 

B) その他の費用 
項目 内容 利用料金 

特別な食事等 酒、乳製品等、ご希望に基づいて提供した食事等にか

かる費用です。 実費相当額 

日常生活上必要

な諸費用 

ティッシュ等の生活に要する費用で、ご利用者に負

担していただくことが適当であるものにかかる費用

です。 
実費相当額 

教養娯楽費 レクリエーション、クラブ活動参加費として材料費

や参加費としてかかる費用です。 実費相当額 

理美容にかかる

費用（要予約） 
提携している業者が行う理美容サービスにかかる費

用です。 
業者が設定する

額 
複写物交付 複写に必要な費用です。 50 円／枚 

遠方送迎費用 通常の送迎実施範囲を超えて送迎を行ったときにか

かる費用です。 100 円/㎞ 

テレビ使用料 居室にてテレビを利用する際の費用です。 70 円/日 
 

※ 加算として送迎サービス（送迎加算）を利用した場合は、片道 201 円の費用を負担して

いただきますが、通常の送迎実施範囲（緑区・青葉区・旭区）以外の送迎の場合は、別

途、遠方送迎費用として、送迎実施範囲を 1 ㎞超える毎に 100 円、高速道路を利用した

場合は、別途、高速道路通行料金を負担していただきます。 
  



3. 一日あたりの自己負担額合計（①＋②） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

第一段階 2,006円 2,164円 2,263円 2,347円 2,439円 2,528円 2,612円 

第二段階 2,306円 2,464円 2,563円 2,647円 2,739円 2,828円 2,912円 

第三段階① 3,196円 3,354円 3,453円 3,537円 3,629円 3,718円 3,802円 

第三段階② 3,496円 3,654円 3,753円 3,837円 3,929円 4,018円 4,102円 

第四段階（1 割） 5,196円 5,354円 5,453円 5,537円 5,629円 5,718円 5,802円 

第四段階（2 割） 5,872円 6,188円 6,386円 6,553円 6,738円 6,915円 7,084円 

第四段階（3 割） 6,548円 7,022円 7,319円 7,570円 7,847円 8,112円 8,366円 

 
 
保険サービスにおける加算 
 
【体制加算１】（短期入所・予防短期の両方に共通して加算される費用） 

加算名 要件 自己負担額（日額） 
1 割 2 割 3 割 

サービス提供体

制強化加算

（Ⅲ） 

介護職員のうち、介護福祉士の占める割合が

50/100 以上である場合等に加算されます。（6 単

位/日） 

7 円 13 円 20 円 

機能訓練指導体

制加算 
機能訓練指導員として常勤の理学療法士等を１

名以上配置している場合に加算されます。（12
単位/日） 

13 円 26 円 39 円 

生産性向上推進

体制加算（Ⅱ） 
介護サービス等について検討する委員会におい

て必要な安全対策を講じ、見守り機器等を１つ

以上導入し、業務改善の取組による効果を示す

データ提供を行った場合に算定されます。（10
単位/月） 

0.4 円 
(11 円/月) 

0.7 円 
(22 円/月) 

1.1 円 
(33 円/月) 

介護職員等処遇

改善加算（Ⅱ） 
国が定める基準に適合している介護職員の賃金

改善等の実施を届け出たうえで（介護予防）短

期入所生活介護サービスを行った場合に加算さ

れます。（サービス利用単位数の 1,000 分の 136
単位/日） 

おおよそ 81 円～751 円 

 
  



 
【体制加算２】（短期入所のみ共通して加算される費用） 

看護体制加算(Ⅰ) 常勤の看護師を１名以上配置している場合に加

算されます。（4 単位/日） 
5 円 9 円 13 円 

看護体制加算(Ⅱ) ご利用者 25 名に対して 1 名以上、かつ国が定め

た基準に 1 名以上の看護職員を配置した場合、

および看護職員により 24 時間の連絡体制を確保

している場合に加算されます。（8 単位/日） 

9 円 18 円 27 円 

夜勤職員配置 
加算(Ⅳ) 

夜勤帯の介護職員又は看護職員の数が、国が定

めた基準に１名以上の配置をしている場合に加

算されます。（20 単位/日） 

22 円 44 円 66 円 

 
 
【個別加算】（短期入所・予防短期のうち対象の方のみに加算される費用） 

送迎加算 ご利用者の居宅と施設との間の送迎を行った場

合に、片道ごとに加算されます。（184 単位/片
道） 
※通常の送迎実施範囲：緑区・青葉区・旭区 

201 円/
片道 

401 円/
片道 

601 円/
片道 

療養食加算 医師の発行する食事箋に基づき提供された食事

について管理栄養士等によって管理されている

場合に加算されます。（8 単位/1 食） 

9 円 
(1 食) 

18 円 
(1 食) 

27 円 
(1 食) 

口腔連携強化 
加算 

歯科専門職との連携の下、介護職員等による口

腔衛生状態及び口腔機能の評価を実施し、歯科

医療機関及び介護支援専門員に情報提供した場

合に、１月に１回に限り加算されます。（50 単

位/回） 

55 円 109 円 164 円 

緊急短期入所 
受入加算 

ご利用者の状態やご家族等の事情により、居宅

サービス計画に計画されていないショートステ

イ利用を緊急に行った場合に、7 日（最長 14
日）を限度として加算されます。（90 単位/日） 

98 円 196 円 294 円 

医療連携強化 
加算 

吸引・人工呼吸器・中心静脈注射・人工腎臓・

常時モニター測定（心機能・呼吸）・人工膀胱・

人工肛門・経腸栄養・褥瘡・気管切開等の処置

がある場合に加算されます。（58 単位/日） 

64 円 127 円 190 円 

看取り連携体制

加算 
看護職員の体制を確保し対応方針を定め、看取

り期のご利用者に対してサービス提供を行った

場合に、死亡日及び死亡日以前 30 日以下、7 日

間に限り算定されます。（64 単位/日） 

70 円 
 

140 円 209 円 

令和 6 年 8 月 1 日より改定 



【（介護予防）短期入所生活介護】 重要事項説明書 

 

介護老人福祉施設 ビオラ三保（以下、「当施設」という）は、ご契約者に対して指定短期入所

生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いた

だきたいことを次の通り説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定において「要支援」「要介護」と認定された方が対

象となります。 

 

1. 運営法人の概要 

（１） 法人名  社会福祉法人 中川徳生会 

（２） 法人所在地 神奈川県横浜市都筑区南山田２丁目３９番地３５号  

（３） 電話番号 ０４５－９７２－９９１５ 

（４） 代表者氏名 理事長 髙橋 栄治郎 

（５） 設立年月日 平成６年３月１１日 

（６） 事業の概要 第 1種社会福祉事業、第２種社会福祉事業、居宅介護支援事業、 

地域包括支援センターの受託経営、病院等の設置経営 

 

2. 事業所の概要 

（１） 事業の種類 指定短期入所生活介護（併設型・空床型） 

（２） 事業所番号 １４７３３００８５１ 

（３） 名称  介護老人福祉施設 ビオラ三保 

（４） 所在地  神奈川県横浜市緑区三保町３５０番地 

（５） 電話番号 ０４５－９２４－２２２３ 

（６） 施設長(管理者) 畑中 一伸 

（７） 開設年月日  平成１７年６月１日 

（８） 入所定員 １０名 

 

3. 設備の概要 

（１） 当施設では以下の居室（全室個室）・設備をご用意しています。  

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） １０室 ベッド、洗面台、ナースコール等備付け 

ユニット １ユニット １階西側 Aユニット 

リビング １室 トイレ 2箇所設置、キッチン 

ｾﾐﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｽﾍﾟｰｽ １室  

浴室 ３室 特殊浴槽、大浴場、個浴槽 

交流ホール １室  

 



4. 職員配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、指

定基準を遵守し、以下の職種を配置しています。 

職 種 人 員  

施設長（管理者） １名（常勤兼務）  

介護職員 ９名（常勤兼務８

名、非常勤兼務１

名） 

ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持の

ための相談・助言等を行います。 

生活相談員 ２名（常勤兼務） ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活

支援を行います。 

看護職員 １５名（常勤兼務

４名、非常勤兼務

１１名） 

主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行い

ますが、日常生活上の介護、介助等も行います。 

機能訓練指導員 ２名（常勤兼務） ご契約者の機能訓練指導を担当します。 

医師 １名（非常勤兼務） ご契約者に対する健康管理及び療養上の指導を

行います。 

管理栄養士 ２名（常勤兼務）  

 

5. 当施設の運営方針  

当施設では、「幸せの創造」を基本理念に掲げ、ご契約者個々の尊厳を尊重し、ご契約者の

心身の状態に応じた適切なサービスの提供に努めます。 

 

6. サービスの概要 

a. 居室の提供 

b. 食事 朝食 ８：００～ 、昼食 １２：００～ 、夕食 １８：００～ 

 食事開始時間は、体調やご希望に合わせ２時間以内で調整が可能です。 

 ご飯食・パン食の選択が可能です。 

 ご契約者の自立支援のため、離床してリビングにて食事をとっていただくことを原

則としていますが、ご相談により居室、交流ホール（原則、ご家族同伴）での食事

が可能です。 

c. 入浴 

 入浴又は清拭を週２回行います。 

 寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

d. 排せつ 

 排せつの自立を促すために、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

e. 機能訓練指導 

 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活に必要な機能

の回復、または、その減退を防止するための方法等についてのご相談に乗ることが

出来ます。 



f. 健康管理 

 看護職員による健康相談、日常生活の看護、処置、その他必要な看護等を行います。 

g. その他自立への支援 

 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えに配慮します。 

 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容に配慮し援助します。 

 

7. サービス利用料金 

 別表１参照 

 

8. 施設利用の留意事項 

当施設のご利用にあたって、施設に入所されているご利用者の共同生活の場としての快適

性、安全性を確保するため、以下の事項にご留意ください。 

a. 面会時間 ９:００～１８：００ 

 来訪の際は、必ずその都度受付職員に届け出て下さい。 

 来訪の際に、他のご利用者に迷惑のかかる物や、施設運営に支障をきたす物につ

いては持込をお断りすることがあります。 

b. 施設･設備の使用上の注意（契約書第 10条参照） 

 居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

 故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を

滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、ご契約者の自己負担により原状に

復していただくか、または、相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

 ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認めら

れた場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるも

のとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な

配慮を行います。 

 当施設の職員や他のご利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、

営利活動を行うことはできません。 

c. 喫煙 

 施設内は全面禁煙となっています。敷地内の喫煙スペース以外での喫煙はできま

せん。喫煙スペースでの喫煙を希望される場合の火気については、当施設にて管

理させて頂きます。 

 

9. 損害賠償 

当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は、速や

かにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。ただし、その損

害の発生について、ご契約者に故意または過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた

心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があり

ます。 



10. 苦情の受付について 

当施設のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

ビオラ三保 

お客様相談窓口 

電話番号 ： ０４５―９２４―２２２３ 

ＦＡＸ番号： ０４５―９２４―２２２４ 

担当者  ： 生活相談員  

対応時間 ： 午前９時から午後６時まで 

 

公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

市町村介護保険相談

窓口 

所在地  ： 横浜市中区港町 1-1 

電話番号 ： ０４５―６７１―３９２３ 

ＦＡＸ番号： ０４５―６４１―６４０８ 

対応時間 ： 平日午前９時から午後５時まで 

神奈川県国民健康保

険団体連合会 

所在地 横浜市西区楠町 27－1 

電話番号 ０４５－３２９－３４４７ 

受付時間 月～金曜日 午前９時から午後５時まで 

神奈川県福祉サービ

ス 

運営適正化委員会 

所在地 横浜市神奈川区鶴屋町 2－24－2 

神奈川県民センター14階 

電話番号 ０４５－３１７－２２００ 

ＦＡＸ番号 ０４５－３２２－３５５９ 

受付時間 月～金曜日 午前９時から午後５時まで 

                                         

                                          

令和   年   月   日 

 指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 介護老人福祉施設 ビオラ三保 

説明者氏名                     印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サービス

の提供開始に同意し、交付を受けました。 

利用者住所 

 

利用者氏名                    印 

 

代理人または立会人住所 

 

代理人または立会人氏名                    印 
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